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１ 審議会要旨  

  （１）開催日時  令和２年（２０２０年）７月２９日（水）午後２時から午後４時まで 

  （２）開催場所  宝塚市中央公民館（２階）２０３・２０４学習室 

 

  （３）出席委員等  

         本日の出席委員は、２０人中１３人で、次のとおり。  

島田委員、石倉委員、江原委員、西井委員、秋山委員、横山委員、林委員、山本委

員、田中（大）委員、六車交通規制係長（岡本委員代理人）、関口委員、中澤委員、外

山委員である。  

         ２分の１以上の出席があったので、宝塚市都市計画審議会条例第６条第２項の規定

に基づき会議は成立した。  

宝塚市都市計画審議会の運営に関する規程第５条１項の規定に基づき、本日の議題

は全て公開であることを確認し、傍聴者 1 名の入室を承認していることを報告した。 

 

  （４）会議の内容  

  ア 議題第１号として、宝塚市都市計画審議会条例第５条第１項の規定に基づき会長選出

が行われ、西井委員が会長として選出された。会長は同条第３項の規定に基づき、澤

木委員を職務代理に指定した。  

  イ 議席順序について、事務局案の通り意義が無いことを確認した。  

ウ 西井会長は、議事録署名委員として、２０番外山委員及び１番島田委員を指名した。  

  エ 次の議題について審議を行った。  

議題第１号 会長選出について                 （審議会運営事項） 

議題第２号 阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について  （諮 問） 

議題第３号 阪神間都市計画生産緑地地区の変更について         （意見聴取） 

 

２ 会議要旨  

（１）議題第２号  
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【議題第２号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）について」】  

 

（説明開始）  

それでは、議題第２号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）に

ついて」をご説明いたします。  

 

本日ご説明する宝塚山手台地区は、すでに地区計画を導入しており、開発計

画の進捗に合わせて地区整備計画区域を拡大するため、地区計画の変更を行う

ものです。本日は、諮問になります。  

 

はじめに、山手台地区計画の目標・方針等の概要についてご説明させていた

だきます。議題書２－３ページをご覧ください。  

地区計画の目標としましては、緑に恵まれたゆとりとうるおいのある良好な

市街地の形成を図ることを目標としています。  

また、土地利用の方針として、「独立住宅地区」「集合住宅地区」「センタ

ー地区」の３地区に細区分をしており、今回区域拡大する「独立住宅地区」に

ついては、みどりとうるおいのある良好な居住環境の低層住宅地を形成するこ

ととしています。  
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続いて、地区の位置をご説明します。  

議題書は、２－１８ページの位置図になります。前のスクリーンも併せてご覧

ください。  

宝塚山手台地区地区計画の区域は、黒色で囲んでいる区域で、阪急宝塚線の

山本駅の北側に位置しています。  

また、西側の谷を挟んだ反対側には、中山台ニュータウンが位置しています。 

 

続きまして、用途地域についてです。  

用途地域は、最も多く占められている色が水色で、第一種低層住居専用地域

になります。そして、点在している黄緑色が、第一種中高層住居専用地域、さ

らにピンク色が近隣商業地域になります。  

今回拡大する区域は、赤色で囲んだ箇所で、第一種低層住居専用地域になり

ます。  

 

次に、この地区の開発の経緯と地区計画の関係についての概要を説明しま

す。  

宝塚山手台地区は、当初昭和６１年に開発許可を受け、その後、平成元年に現

在の開発計画の基本となる第１回の変更が行われ、開発区域面積が拡大され、

土地利用計画が見直されました。  

その後、幾度かの変更を経て、住宅団地の整備が進められており、  

平成１０年７月に、この宅地開発事業を適正に誘導し事業効果の維持増進を図

るため、市街化区域に編入し、用途地域や高度地区の決定に併せて地区計画を

導入しました。  

地区計画は、開発区域全域を地区計画区域とし、開発計画の進捗に合わせて  

順次、建築物等に関する具体的な制限事項を定める地区整備計画区域を拡大す

るため、地区計画の変更を行ってきました。  

今回は、開発工区の完了及び土地利用計画の具体化に合わせて、地区計画を

変更いたします。  

 

次に、今回区域拡大を行う位置についてご説明します。議題書は、２－２０

ページの計画図になります。前のスクリーンも同じものを写していますので、

併せてご覧ください。  

拡大する位置は、右上の区域のクリーム色の部分で、戸建住宅地の計画です。 

 

それでは次に、区域拡大を行う箇所の現在の状況について、ご説明いたしま

す。  

この写真は６月の状況です。こちらは、今回拡大区域の北西、公園部分から

のみおろしの写真です。こちらも北側から南側をみおろした写真です。  

こちらは拡大区域内を道路から北側を望んだ写真です。  

南から北側へ上る斜面になっており、道路の両側に宅地があります。完成は、

秋頃を予定しており、全てが戸建住宅用の宅地で８６区画あります。  

こちらは、未完了工区の写真です。道路を挟んで右側が今回拡大区域、左側

は、次回拡大予定区域です。今回の拡大区域内には、宅地造成の完了が未完の

工区がありますが、土地利用計画が具体化しているので、拡大区域に含んでい
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ます。  

こちらは、今回拡大区域内に新設される公園です。   

 

次に計画書における変更箇所についてご説明いたします。  

議題書は、２－２１ページからの変更箇所に下線を入れた計画書をご覧くださ

い。  

今回拡大区域である「独立住宅地区Ⅲ」は、議題書２－２５のページの左の

欄になります。  

まず、地区の細区分の区域の面積、約１．９ ha を今回拡大し、約５．３ ha

となります。  

続いて、議題書２－２２ページ  

地区の細区分の区域の面積の拡大に伴い、地区計画の区域面積が、約７３．

４ ha を今回拡大し、約７６．８ ha となります。  

計画書の変更箇所は以上になります。  

 

今回の区域拡大にともなう「独立住宅地区Ⅲ」の制限内容の変更はありませ

んが、簡単に概要を説明させていただきます。  

 

議題書２－２５ページ左の欄、「独立住宅地区Ⅲ」をご覧ください。  

「建築物等の用途の制限」は、閑静な住宅地を形成する建築物となるよう用

途制限しています。  

「建築物の敷地面積の最低限度」、こちらは１７０㎡になります。  

「建築物の壁面の位置の制限」、道路境界線から１．８ｍになります。  

議題書２－２６ページ  

「建築物等の高さの最高限度」、最高部９ m、軒高７ m。  

「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」は、道路際７５ cm の部分

にオープンスペースを設けること。  

建物の屋根や外壁の色彩制限。それに、広告物の制限があります。  

議題書２ -２７ページ  

最後に、「垣又は柵の構造の制限」で、道路側における垣・柵の制限があり

ます。  「独立住宅地区Ⅲ」における制限の概要は以上になります。  

 

今回の都市計画審議会に審議していただくにあたり、先に各委員には当該変

更に関する概要説明資料を送付させていただいておりました。  

区域拡大に伴うご意見などはございませんでしたが、独立住宅地区Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、及びＡの使い分けについてご質問がございました。  

今回拡大区域は独立住宅地区Ⅲのみですが、その他の地区についても概略に

なりますが、ご説明させていただきます。  

 

まず、宝塚山手台地区の土地利用の方針として、独立住宅地区、集合住宅地

区、センター地区の３つに細区分されています。  

集合住宅地区は、県営住宅が建っている「集合住宅地区Ⅰ」と、民間の共同

住宅が建っている「集合住宅Ⅱ」からなりセンター地区は商業施設を誘致する

地区で、現在ショッピングセンターやドラッグストアーが建っています。  

今回拡大区域である独立住宅地区は、戸建住宅地にかかる地区であり、  
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造成工事の手法により「独立住宅地区」のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、及びＡに分類されてい

ます。  

「独立住宅地区Ⅰ」は、初期の宅地造成での形状で、斜面地を造成したこと

から、道路に面して擁壁が設置されております。前のスクリーンをご覧下さい。

黄色部分で擁壁を示しています。  

図のようなかたちで、道路に面して擁壁が設置されました。  

このように擁壁と道路の間のスペースを「オープンスペース」といいます。ス

クリーンでは、緑色の部分がオープンスペースを示しております。  

「オープンスペース」とは、緑あふれる街並み景観や広がりをもった道路空間

を創出することを目的としたものです。  

 「独立住宅地区Ⅱ」は、比較的緩やかな斜面地で宅地造成も行われたことか

ら、道路に面して擁壁の設置された宅地と、擁壁の無い宅地が混在することに

なりました。このため、擁壁の設置された宅地は、擁壁と道路との間を「オー

プンスペース」とし、擁壁の無い宅地は、道路境界から７５ｃｍを「オープン

スペース」としています。  

 

「独立住宅地区Ⅲ」は、写真右側の宅地のように、道路から造成時の擁壁ま

での間が非常に広い宅地があるため「独立住宅地区Ⅱ」の制限を採用した場合、

擁壁の前に広大なオープンスペースを設けなければならなくなります。  

そこで、「独立住宅地区Ⅲ」においては、擁壁の有無に関わらず、道路境界

から７５ｃｍを「オープンスペース」としています。  

また、独立住宅地区Ⅲにおいては、上の写真のように、道路内に植樹帯が設け

られている歩行者専用道路に接する宅地部分や下の写真のような水路際の宅

地部分（写真右手が宅地となります）こちらの部分はオープンスペース不要と

なっています。  

次に、「独立住宅地区Ａ」についてです。画面をご覧ください。  

赤い線で囲まれた区域が対象となります。当初、こちらの区域は共同住宅な

どの建築を予定しておりましたが、不動産の販売状況から開発事業者より共同

住宅を断念し、戸建住宅として販売する計画に変更されました。ただ、ベース

となる用途地域が「第一種中高層住居専用地域」のため、建築できる建物用途

の制限や、容積率、建蔽率、壁面後退距離、建築物等の高さの最高限度が違う

ことから、地区計画により「独立住宅地区Ａ」として定め、「独立住宅地区Ⅲ」

と同じ街並みになるよう制限しています。  

 

最後に、これまでの経過及び今後のスケジュールについてご説明いたしま

す。  

議題書は２－３５ページです。  

議題第２号にかかる原案の縦覧を１月３０日から２月１３日までの２週間

行いました。  

次に、案の縦覧を６月８日から６月２２日までの２週間行いました。いずれ

も縦覧者は 0 人で、意見書の提出もありませんでした。  

続いて 1 ページめくっていただきまして２－３６ページ、  

本日の令和２年７月２９日市都市計画審議会（諮問）を経まして、令和２年

８月下旬に都市計画決定の告示を予定しています。  
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以上で、議題第２号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）につ

いて」のご説明を終わります。   

ご意見のほどよろしくお願いいたします。  

 

 

質疑応答  
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ありがとうございました。  

それでは、議題第２号「阪神間都市計画地区計画の変更（宝塚山手台地区）に

ついて」の説明が終わりましたので、ご質問等を賜りたいと存じます。ご質問等

がありましたら発言をお願いします。  

 

ご説明にあった通り、この地区は開発の進捗に応じてこのような地区整備計画

の区域の拡大をしてまいりました。今回は山手台の中の東側の３.４ヘクタールの

部分について造成が概成してきたタイミングで区域の拡大を提案しているという

事です。  

造成手法の形によって、第一種低層住居専用地域の独立住宅地区の中でいくつ

かのタイプのご説明がありました。この地区では独立住宅地区Ⅲで建物周りの壁

面との関係からオープンスペースの位置やそれに伴った柵等の構造の制限、建築

の制限を規定されるということです。 

ご説明いただいた通りですが、何かご意見やご質問はございませんか。  

独立住宅地区Ⅲで対応するという事は、先ほど説明いただいたスライドの現場

写真をもう一度見せていただければ、分かりやすいかと思います。  

開発地は、少し斜面地になっており、各住宅地には擁壁が造られています。擁

壁部分と道路、それから緑地やオープンスペースに供されるスペースの作り方に

より、どのようなタイプを指定するかというものです。 

おそらく隣の地域との間に道路があると思います。写真の鼠色の部分までが道

路で、側溝は道路空間の方に入っています。側溝部分は道路構造なので、オープ

ンスペースとは言いません。  

擁壁部分から側溝までの所が、オープンスペースの部分です。そこを道路から

75ｃｍの幅にするとか、擁壁からの幅にするとか、こういった規定の違いがあり

ますので、同じ独立住宅地区でもタイプがⅠであったり、Ⅱであったり、Ⅲであ

ったりすると言う事です。  

また、独立住宅地区Ⅲと独立住宅地区Ａについての確認ですが、これは第一種

低層住居専用地域内の住宅地区か第一種中高層住居専用地域の住宅地区かという

ように用途地域が違っているためであり、オープンスペース等のタイプの定義は

同じです。用途地域が違い紛らわしいため独立住宅地区Ⅲと独立住宅地区Ａとい

うように呼び方を変えているという事だと思います。  

今回のこの地区の場合は、全て第一種低層住居専用地域内での戸建て住宅地と

言う事で独立住宅地区Ⅲという形になります。  

いかがでしょうか、よろしいですか。  

 

今回の変更内容は非常によくわかりました。新しく開発された部分が少し広が

るという事だと思いますが、今後の理解のために２-２０ページについて伺いした

いです。  

今回、このクリーム色の部分が増えているわけですが、左側の図面の白い部分
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について今後新たに開発されるたびに、どのタイプの地域にするか考えて同様に

増やしていくという事でしょうか。  

 

赤く囲ってある中で白い部分が、地区整備計画区域に指定されていない所で、

開発が未完成の部分です。  

阪急阪神不動産に確認をしたところ共同住宅の予定はないとのことですので、

基本的には独立住宅地区Ⅲを今後拡大していくという考えです。  

 

わかりました。  

 

 

先ほどあったオープンスペースという表現について、今回から初めて参加して

いるため分かりにくいと感じます。  

オープンスペースは個人の所有ですか、公共ですか。  

 

全て個人所有地になっています。  

 

 

個人所有地ですね。スライドの写真だとわかりやすいですが、今回の独立住宅

地区Ⅲはこちらの写真で見るとオープンスペースはありますが歩道がありませ

ん。 

違う写真で今回の開発途中の斜面地の写真では、道路部分で舗装が切り換えら

れています。この部分は歩道かと思っていますが、どうでしょうか。 

 

官民境界はオープンスペースである植栽帯と道路側溝の間になります。 

道路側で舗装が切り換えられている部分が歩道の位置づけなのか車道の位置づ

けなのかは、都市計画課では確認できていません。  

 

せっかくこのような広い道をつけているのになぜ歩道がないのかと思います。

山手台で集合住宅地区は、県営住宅の近くを見てもわかりますが歩道があります。

ところが独立住宅地区に入っていくと歩道がありません。そういった歩道設置に

ついては地区計画を見ても載っていません。  

どのように考えられているのでしょうか。広いので歩道を作る必要はないとい

う事でしょうか。  

 

宝塚山手台地区計画では、道路の形態や道路の幅員までは、指定していません。

市内で地区計画は４２地区ありますが、道路の幅員を地区計画で定めているもの

はありません。 

今の道路の形状は開発をする中で道路部局が、主要幹線、準幹線、生活道路と

いうような仕分けをし、道路幅員と道路形状を決めて開発をされているという理

解です。  

地区計画の方で歩道の幅員を規定するようなことはしていません。  

 

道路の幅員につきましては、開発許可の方で決めており、土地利用によって若

干変わってきます。集合住宅地においては、当然集合住宅が建つわけですから、
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会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まわれる方も多くなります。  

そういった人口密度が高く利用される車や歩行者の多い道路においては、需要

に応じて歩道を設置するという考え方が、主になっていきます。  

この場所は一般住宅地ですので、道路幅員において車と人が共存できるという

考えがあり６ｍの幅員です。 

歩行者と車の共存という意味では、車の通行スピードを抑制するという考え方

から、車の通行にあたって留意するような構造とする住宅施策傾向になっていま

すので、そういった手法を用いたのではないかと推測いたします。  

 

最近よくあるのは、三田市の関西学院大学などがある兵庫県が造った住宅地に

行くと、わざと車がスピードを出せない造りの道路を造っています。  

ところが、この場所は写真を見てもわかるようにほとんどが直線でしたので少

し気になり、あえて言いました。  

地区計画では、道路の関係は入らないことが、はっきりしましたが、開発許可

も宝塚市がしているわけですから、車がスピードを出さないようあえてＳの字に

するだとか、地区計画で無理なら開発許可の段階で住民の安全を考えて備えると

いう事をお願いしたいです。   
先ほど資料にあった通り山手台の地区計画についてはもう１１回目です。私も

何年かぶりに都市計画審議会に戻ってきましたが、何度かこういった地域ごとの

地区計画が出るのですが、議題書にある変更前と変更後についてのずらずらと長

い計画内容の表だけでは分かりにくいと思います。  

せっかく会議で写真を見せてくださるのであれば、今後現況写真を議題書に添

付書類としてつけていただきたいです。  

時間があって現地に見にいければいいですが、見に行っても非常にわかりにく

い。文字だけの計画書を見てもわかりにくいです。ですから説明の中であえて現

況写真を出してくださっています。  

このような図面だけではなくて現況写真をつけていただきたいという事が今後

の要望です。よろしくお願いいたします。  

 

道路の話については、先ほど市がおっしゃったとおりだと思います。開発の規

模に応じて、車と地域の人々の動きから歩道の設置も含めて道路をどのような形

で対象の計画区域内に整備していくか、という話をしっかり開発の中で議論して

おくということが、一番大事なことだと思います。  

今回のケースにおいては、むしろ車との錯綜という話よりも、この地区の住環

境という点でオープンスペースをこういった形で確保していきたいという話だと

思います。  

いずれにせよ道路を整備していくという話と、住宅地の整備によって住環境を

改善していくということはどちらも大事ですので、お互いしっかり連携していく

ということだと思います。  

写真の件については、今日のご説明でも写真があったからこそ、皆さんの理解

が進んだわけですし、議題書の中に正式に写真を入れるのは少し難しいかもしれ

ませんが、初めて認識される人にとっては写真がないと、分かりづらいというの

は当然ですので、これからは説明の仕方も含めて検討していただければと思いま

す。 
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写真で見るとオープンスペースに電柱が建っているのですが、電柱を立てる以

外にオープンスペースの使い方についてどのようなものがあるのですか。  

 

 

オープンスペースにつきましては地区計画で制限をしています。  

電柱もしくは街路灯、ガスメーター、水道のメーターなどの公共施設といいま

すか、そういった設備に関するものは仕方がないという事で認めております。  

オープンスペースは出来る限り花や木、植栽を植えてくださいと言う事ですの

で地区計画では垣、柵、フェンスなどを設けてはいけないことや、７５ｃｍの中

にせり出して階段などを設けてはいけないというような制限をしています。 

 

よろしいでしょうか。ご意見は他には無いようですね。そういたしましたら、

議題第２号は諮問案件ですので、本都市計画審議会からの答申をする必要がござ

います。  

それでは採決に入ります。  

議題第２号につきまして原案の通り変更することに同意するとして、答申する

ということにご異議ございませんでしょうか。  

 

異議なし。  

 

有難うございます。異議なしとのことですので、議題第２号につきましては原

案の通り変更することに同意するとして答申したいと思います。  

 

それでは議題２号の方の審議はこれで終了いたします。  

 

 

（３）議題第３号  

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」】  

 

（説明開始）  

それでは、議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」をご

説明いたします。  

 

議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について（意見聴取）」を

ご説明いたします。  

本日は、道連れ解除の対象となる２件の案件につきまして、委員の皆様のご

意見を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

 

説明の順序としましては、今回新しくご就任頂きました委員もいらっしゃい

ますことから、先ず生産緑地地区の制度についてご説明し、次に平成２８年度

の生産緑地法の改正の概要と宝塚市の道連れ解除の基準について説明した後

に、今回の案件と事務局の検討の結果について説明いたします。  

 少し長い説明になりますこと、ご容赦ください。  
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先ず、生産緑地地区の制度について説明いたします。前のスクリーンをご覧

ください。  

生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等で緑地機能に着目し、公害または

災害の防止、道路・公園など公共施設等の敷地の用に供する土地として適して

いるもの、農林漁業と調和した都市環境の保全に役立つ農地等を計画的に保全

し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。  

 

次に、生産緑地地区に指定するための要件を説明します。  

１．現に農業の用に供されていること  

２．都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に相当の効用があり、公共施

設などの敷地に供する土地として適していること  

３．一団の農地の面積が３００㎡以上であること（この場合、隣接する他の

人の農地と合わせても可能になります。）  

この面積３００㎡以上の要件につきましては、宝塚市条例を制定し、平成３

１年４月１日付にて施行しています。  

４．農業の継続が可能であること  

以上四つの要件がございます。  

宝塚市では、平成４年に最初の生産緑地地区を都市計画決定しました。現在、

市内に３２２地区、面積７０．７６ ha の生産緑地地区が指定されています。  

 

次に、生産緑地地区に指定された農地について説明します。  

生産緑地地区に指定されると、固定資産税や相続税等について税制上の優遇措

置がございます。ただし、３０年間の営農が義務付けられ、土地利用上の制限

を受けるほか、営農に必要な施設の建築しか認められないことになります。  

この営農に必要な施設のうち、直売所、農家レストラン等は、平成２９年度の

改正法の施行により追加された施設になります。  

 

次に、生産緑地地区を解除する買取りの申出制度について説明します。  

生産緑地地区には買取りの申出制度があり、一旦生産緑地に指定されると本

人の都合により廃止することは出来ず、次の 2 つの要件に該当する場合に限

り、市長に買取りの申出をすることが出来ます。  

１つ目は、生産緑地に指定されてから３０年が経過した場合。（これは、宝

塚市の場合、令和４年から発生することになります。）  

２つ目は、３０年が経過しない場合でも、農業の主たる従事者の死亡や、農

業に従事することが不可能となる故障が生じた場合です。  

ここで言う「故障」とは、心身の病や高齢による運動能力の低下を言い、市長

の認定が必要となります。  

この買取りの申出の日から３ヵ月以内に、買取りがなされなかった場合は、

３０年間の営農義務や建築制限などの生産緑地法の規制が解除されることに

なります。  

 

次に、その他の理由による生産緑地の解除について説明します。  

１つ目は公共施設等の用地となった場合。  

２つ目は道連れ解除で、一団の生産緑地の一部廃止（制限解除）に伴い、残

った農地だけでは３００㎡の面積要件を満たさなくなった場合です。  
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黄色の部分、道連れ解除の対象となる案件が、今回の議題となります。  

 

道連れ解除について、図でご説明します。スクリーンをご覧ください。  

併せて３００㎡以上あった、ＡさんとＢさんの生産緑地のうち、Ａさんの生

産緑地が買取りの申出等の理由により廃止となり、Ｂさんの生産緑地だけでは

３００㎡の面積要件を満たさなくなったため、Ｂさんの生産緑地は道連れ解除

となります。  

 

次に、平成２８年度の法改正の概要と、宝塚市の道連れ解除の取り扱い基準

である「一団の農地  取り扱い基準」を定めるに至った経緯について説明しま

す。  

平成２８年度に都市農地の位置付けが、「宅地化されるべきもの」から「あ

るべきもの」へと大きく変わったことを受け、都市農地の保全などを目的に、

生産緑地法の改正も含む、都市緑地法等の一部を改正する法律が、平成２９年

度と３０年度に施行されました。  

生産緑地法の具体的な改正項目としましては、平成２９年度施行として、  

１つ目に、生産緑地地区の面積要件を条例で３００㎡まで引き下げ可能に。 

この項目につきましては、先程も申し上げましたとおり、宝塚市は平成３１

年４月１日付にて、面積要件を３００㎡以上とする条例を施行しています。  

２つ目に、同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等  

とみなして指定可能に。  

この項目に基づき、道連れ解除の基準を定めています。  

３つ目に、生産緑地地区に設置可能な建築物を追加。  

それから、平成３０年度施行として、指定から３０年が経過した生産緑地地

区  

を特定生産緑地として指定できる特定生産緑地制度の制定。  

次に、住居系用途地域に田園住協地域を追加。  

以上の法改正がございました。  

この、先程出て参りました「一団の農地等」の定義につきましては、平成２

９年度に改定されました都市計画運用指針に追加されています。  

スクリーンに映しているものが、都市計画運用指針の「一団の農地等」につ

いて記述されている部分を抜粋したものになります。  

上段部分は、これまであったもので、下段の赤く囲っている部分がこの度追

加されたものになります。  

読ませていただきます。  

生産緑地法第３条第１項の「一団のものの区域」とは、原則として、物理的

に一体的な地形的まとまりを有している農地等の区域であり、道路、水路等（農

業用道路、農業用水路等を除く。以下同じ。）が介在している場合であっても、

それらが小規模なもので、かつ、これらの道路、水路等及び農地等が物理的に

一体性を有していると認められるものであれば、一団の農地等として取り扱う

ことが可能である。この場合、介在する道路、水路等は生産緑地地区の区域に

は含まれない。なお、小規模として取り扱う道路、水路等の幅員規模としては、

６ｍ程度が上限であるが、地域の実情に応じ、適宜判断することが望ましい。 

 下段の赤枠を拡大します。  

ただし、稠密な市街地等において、同一の街区又は隣接する街区に存在する
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複数の農地等が、一体として緑地機能を果たすことにより、良好な都市環境の

形成に資する場合には、物理的な一体性を有していない場合であっても、一団

の農地等として生産緑地地区を定めることが可能である。この場合、一団の農

地等を構成する個々の農地等の面積については、１００㎡程度を下限とし、地

域の実情に応じ、適宜判断することが望ましい。  

としており、生産緑地地区の指定及び解除を行う際、前段に加え、後段の考

え方も含め運用していくことになります。  

 

この様に、「同一の街区」と「隣接する街区」という基準が追加され、判断

する条件が複数になりましたので、生産緑地地区を指定又は解除していく際

に、適正で公平に判断できるよう、主軸となる考え方を予め定めておき、詳細

については個別に判断する必要があることから、この度、生産緑地地区におけ

る「一団の農地  取り扱い基準」を定めたものです。  

 

ここで、本日、委員の皆様にご審議をお願いしたい事項につきまして、ご確

認させていただきます。  

ご審議をお願いしたい事項は、ふたつございます。  

ひとつ目は、道連れ解除の対象となる２件の案件につきまして、道連れ解除

をせず、生産緑地地区として残しても良いかどうかのご判断をお願いします。 

ふたつ目は、事務局が策定しました、「一団の農地  取り扱い基準」の内容

が適切であるかどうかのご確認をお願いします。  

 

 本題に戻りまして、「一団の農地  取り扱い基準」につきまして、ご説明し

ます。  

この「一団の農地  取り扱い基準」につきましては、平成３０年度の２度の

都市計画審議会に於いて、委員の皆様にご説明し、賜りましたご意見を基に、

事務局の案を一部修正して作成したものになります。  

取扱い基準では、「一団の農地等」の定義とこれらの定義を適用する条件を

定めています。  

 

では、定義について説明します。  

お手元の資料は、３－７ページ、（定義）第２号第１号になります。  

都市計画運用指針にある、「物理的に一体性を有した一団の農地」を「物理的

一団」とします。  

具体的には、隣り合う一団の土地または、幅員６ｍ以下の道路、水路等で分断

された土地にあっては平面上で、道路等がないものとしたときに、一団の状態

にある区域と定義します。  

 

次に、「２  同一の街区」につきましては、街区符号が同じ又は、道路法等の

道路等で区画された街区の中で、複数の生産緑地、農地等を併せた状態にある

区域。ただし、各々の農地等の面積は１００㎡以上とする。  

これらを「同一の街区」と定義します。  

ここで言う「街区符号」とは、住居表示の「何々町何番何号」の「何番」のこ

とを言います。  
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次に、「３  隣接する街区」につきましては、これまでの物理的一団の考え方

から、各街区が物理的に一体と見なせる状況にあるものとし、幅員６ｍ以下の

道路、水路等で分断された街区であって、平面上で、道路等がないものとした

ときに、各街区が接している状態にある区域。ただし、各々の生産緑地、農地

等の面積は１００㎡以上とする。  

これらを「隣接する街区」と定義します。  

 

次に、これらの定義を、どのように適用するかについて定めています。  

お手元の資料３－８ページの上段になります。  

新規指定を行う時と道連れ解除の時の２つに分け、定めています。  

先ず、新規指定の基準としましては、先に説明した、法改正の背景、条例制

定により生産緑地地区の面積の下限を３００㎡に引き下げたことを踏まえ、こ

れまでと同様「物理的一団」のみを適用することといたします。  

具体的な例としまして、次の３－９ページに例示しています。  

 

次に、道連れ解除の基準について説明します。  

資料は、３－１０ページから３－１３ページになります。  

道連れ解除の基準につきましては、法改正の趣旨を踏まえ、これらの定義、

「物理的一団」、「同一の街区」、「隣接する街区」の全てを適用することと

いたします  

 

全ての定義を適用するにあたり、優先順番を決めることとし、「道連れ解除

の判断の順位」を定めました。  

先ず、「物理的一団」につきまして。資料の３－１０ページをご覧ください。 

数種類のパターンが想定できますが、「物理的一団」となるものを、最優先

といたします。  

「物理的一団」にあっては、既存の生産緑地地区も、新たに生産緑地地区に

指定するものも、両方とも可能とし、その合計が３００㎡以上あれば良いと判

断いたします。  

次に、資料の３－１０ページ、３－１１ページになりますが、「同一の街区」

と「隣接する街区」につきましては、既存の生産緑地地区と一体と見なすこと

を優先とし、判断する区域は、「同一の街区」、「隣接する街区」の順に行い

ます。  

最後に、各ページの下段の図になりますが、新たな農地を生産緑地地区に追

加することで、道連れ解除の回避を検討できることとし、「同一の街区」、「隣

接する街区」の順に行うこととします。  

 

「道連れ解除の判断基準について」の考え方と優先順位になります。  

 

資料を少し戻っていただきまして、３－８ページの中程、「第４  道連れ解

除基準」をご覧ください。  

読ませていただきます。  

 道連れ解除基準  第４  買取り申出や公共事業により生産緑地地区の一部

の区域を変更する際、残る生産緑地地区の区域の面積が３００㎡未満となると

き、第２第１号に該当する場合または、第２第２号及び第３号のいずれかに該
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当する場合で都市計画審議会の議を経たものにあっては生産緑地地区の指定

を継続するものとする。  

としております。  

 

これは、平成３０年度第３回都市計画審議会において、委員の皆様にご確認

をいただきました事項に基付く取り扱いでございます。  

パワーポイントを読ませていただきます。  

平成３０年度第３回都市計画審議会  確認事項  新規指定は、物理的一団の

みを適用する。道連れ解除は全ての定義を適用し、生産緑地地区が存続できる

よう事務局で検討した後に、審議会で意見聴取する。  

 

以上が、「一団の農地  取り扱い基準」の説明になります。  

 

次に、生産緑地地区の都市計画変更のスケジュールにつきまして、口頭で、

簡単にご説明させていただきます。  

通常、生産緑地地区の都市計画変更は、年末の１２月  中旬の都市計画審議

会に、一年間の案件を纏めて諮問いたします。今回の２件の案件につきまして

は、都市計画変更の必要があると認められた場合は、１２月の都市計画審議会

にお諮りすることになり、都市計画変更の必要無しとされた場合は、都市計画

審議会にお諮りすることはございません。  

 

それでは、今回の道連れ解除の対象となる２件の案件につきまして、ご説明

します。資料の３－４ページになります。  

宝塚市の東部にございます、山本東８生産緑地地区と平井１生産緑地地区が対

象となります。  

 

先ず、山本東８生産緑地地区についてご説明します。  

前のスクリーンをご覧ください。資料は、３－５ページになります。  

この、丁度、青の点線で囲まれた、茶色と黄色、緑色の部分の農地が、山本

８生産緑地地区になります。  

（議題の説明）につきましては、資料３ -２ページを読み上げる形で、進めさ

せていただきます。  

山本東８生産緑地地区のうち、黄色で示す、山本東３丁目２４－１（面積１，

５３８㎡）につきまして、令和元年１１月２５日付にて、主たる従事者の死亡

を理由とする買取りの申出があり、令和２年２月２５日付にて法制限が解除と

なりました。このため、緑色で示す、山本東 3 丁目 22-1（面積１４２㎡）が、

他の生産緑地と「物理的一団」の要件を満たさなくなりました。  

 

事務局の見解について、説明します。  

道連れ廃止の対象となります、緑色で示す、山本東３丁目２２－１が存する

「道路法等の道路等」で区画された街区、この青点線で囲まれた街区に、茶色

で示す、山本東３丁目１６－１ほか５筆（合計面積２，９７４㎡）の生産緑地

が存すること、また、「各々の生産緑地の面積は１００㎡以上」の要件を満た

すことから、道連れ廃止の対象とはならないと判断いたします。  

 現地の写真をご覧いただきます。  
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次に、平井１生産緑地地区についてご説明します。  

前のスクリーンをご覧ください。資料は、３－６ページになります。  

この、丁度、赤の点線で囲まれた、茶色と黄色、緑色の部分の農地が、平井

１生産緑地地区になります。  

少し離れて東側にございます、この、茶色の部分の農地が、平井２生産緑地

地区になります。  

平井１生産緑地地区のうち、黄色で示す、平井１丁目１６３－１（面積６７

９㎡）につきまして、令和２年４月２２日付にて主たる従事者の死亡を理由と

する買取りの申出があり、令和２年７月２２日付にて法制限が解除となりまし

た。このため、緑色で示す、平井１丁目１６４（面積１０９㎡）と１７１（面

積５９㎡）の 2 筆（合計面積１６８㎡）が、他の生産緑地と「物理的一団」の

要件を満たさなくなりました。  

 

※ここでひとつ、ご説明させていただきます。資料３－２ページの説明文に、

「令和２年７月２２日付にて法制限が解除となった場合」とございますが、こ

れは、この議題書を委員の皆様に事前送付する時点では、まだ７月２２日にな

っていなかったため、法制限が解除されることが確定していなかったことか

ら、このように記述させていただいています。  

 

事務局の見解について、説明します。  

道連れ廃止の対象となります、緑色で示す、平井１丁目１６４ ,１７１の２筆

が存する街区符号、平井１丁目１８番、この赤点線で囲まれた街区に、茶色で

示す、平井１丁目２５５ほか４筆（合計面積１，１２９㎡）の生産緑地が存す

ること、また、「各々の生産緑地の面積は１００㎡以上」の要件を満たすこと

から、道連れ廃止の対象とはならないと判断します。  

また、補足説明としまして、「道路法等の道路等について」の見解をご説明し

ます。  

道連れ廃止の対象となります、緑色で示す、平井１丁目１６４ ,１７１の２

筆が存する道路法等の道路等で区画された街区、この青点線に囲まれた街区

に、茶色で示す、平井２生産緑地地区が存すること、また、「各々の生産緑地

の面積は１００㎡以上」の要件を満たすことから、道連れ廃止の対象とはなら

ない、との判断も可能です。  

現地の写真をご覧いただきます。  

 

以上で、議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について（意見聴

取）」の説明を終わります。  

 

ご説明の途中でも申し上げましたとおり、本日、委員の皆様にご審議をお願

いしたい事項は、２つございます。  

１つ目は、道連れ解除の対象となる 2 件の案件につきまして、道連れ解除を

せず、生産緑地地区として残しても良いかどうかのご判断をお願いします。  

２つ目は、事務局が策定しました、「一団の農地  取り扱い基準」の内容が

適切であるかどうかのご確認をお願いいたします。  
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以上で、議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」のご説

明を終わります。ご意見のほどよろしくお願いいたします。  
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ありがとうございました。  

それでは、議題第３号「阪神間都市計画生産緑地地区の変更について」の説明

が終わりましたので、ご質問等を賜りたいと存じます。ご質問等がありましたら、

発言をお願いします。  

 

最後に事務局の方がおっしゃったように本日ご意見を聴取したいのは、この２

つのケースの取り扱いについてです。  

事務局からの見解は出ておりますが、それに対するご意見とそれを判断する基

準になっている一団の農地の取り扱い基準、特に道連れ解除の判断をする根拠に

なる「一団の農地」をどのようにとらえるかと言う事についてのご意見をいただ

きたいと言う事です。  

まずは、ご説明の中でよくわからなかった点も含めていただいて結構ですので、

ご意見等をお願いいたします。  

 

二点ほどお伺いいたします。まず都市計画運用指針の３－８ページ下の方にあ

る、「一団の農地の考え方」のところで「稠密な市街地等において」という言葉が

入っていますが、この「稠密な市街地」ということが運用指針に書かれているこ

とに特別な意味があるのですか。  

今回の２件については「稠密な市街地」にあたっているという解釈なのか、こ

れはそれほど重要な意味はないのか、宝塚市としてはこの案件についてどのよう

な評価をしているのかという事が一点です。  

もう一点は、街区という言葉の定義についてですが、街区符号によって表示さ

れており番号でくくられている形式的な意味の街区と、道路法上の道路に基づい

て区切られている事実上の街区がありますが、この二つが街区であるというよう

に考えてよろしいのでしょうか。  

またそうであった場合、わたくしが二つ目に申し上げた事実上の街区について

もお伺いしたいことがあります。  

普通、街区といえば道路法上の道路のみでなく水路等も入ります。この「道路

等の等」は何かわかりませんが、基本的には街区といった場合には線路もあり、

線路によって区切られる部分も一つの要素になります。 

ですから「等」の中には、電車の線路も入るのかという事も問題になってきま

す。 

道路法上の道路と限定して事実上の街区を判断されるのでしょうか。  

しかし、最初の方では道路、水路等という言葉が出てきますので、水路が問題

にならないか。  

そういった点をどのように考えたらよろしいでしょうか。  

 

一団の農地の取り扱いの考え方についてのご意見だと思いますが、「稠密な市街

地」や街区の定義について、事務局としての考え方をお答えいただければと思い

ます。 
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「稠密な市街地」と都市計画運用指針にございますが、都市計画運用指針に用

語の解説は出ておりません。  

解釈としては一定密度の高い市街地というように理解しており、一定密度の高

い市街地とはどういったものかといいますと、「DID」１ヘクタール当たり４０人

を超えるような市街地ということで、宝塚市の市街地はこれに該当すると解釈し

ています。  

そのため、３－８ページ下の「ただし」以降は宝塚市に該当すると判断し、新

たな基準を設けています。  

 

街区の定義についても都市計画運用指針では、単純に「同一の街区」という定

義のみで用語の解説はございません。  

こちらについては法律改正の時の国の説明会の質疑応答で、一団の街区につい

てどのようにとらえているのかというものがございます。  

正式な回答ではございませんが、法律上の規定の解釈として厳密に定められて

いないため各市町村で決めていただきたいということと、一つの目安として「○

○町○丁目○番」の「○番」が共通の所だと考えている、というように二点の見

解が示されています。これをもとに各市町村が近隣市の状況を勘案して個々に定

めており、宝塚市も本市の状況を見てこの度の基準を作っています。 

資料の３ -７ページに同一の街区の定義をさせていただいております。  

宝塚市でいう街区とは、何丁目何番の何番が同じというように街区符号が同じ

街区、または道路法等の道路等で区画された街区という風に定義しております。 

また、その中でも「道路法等の道路等」というところにつきましては、基本的

には道路法でいう道路で区切られているところですが、おっしゃるとおり水路、

河川、鉄道などがございますので、一定現状を見て、公共空間で区画された一つ

の区切りを街区として捉えていきたいという考えで、道路等というように定義し

ております。 

 

それでは、道路法上の道路というのは限定的ではなく状況によって変わってく

るという事ですね。  

いろいろな要素を取り入れて事実に合わせて街区をとらえるというように理解

すればよろしいでしょうか。  

 

はい、その通りです。  

道路法等による道路と定義づけるとそれに近しいものも入るため、皆さんの理

解がしやすいようにイメージしやすく表現を定めております。  

 

今答えていただいた事をもっとわかりやすく書いた方がいいと思います。  

読んでいて街区というのはどのような種類があるのだろう、と思いますのでそ

の部分の説明を少し詳しく書いていただければと思います。  

 

用語の定義について、今後分かりやすく工夫して手を加えていきたいと思いま

す。 
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運用指針のいたるところに「等」という言葉があることに象徴されるように、

実際の地域に当てはめた場合のいろいろなケースが想定されており、緑地機能を

果たしている生産緑地を確保していくにあたり、基本的には道連れ解除を回避で

きるような運用指針が精神としてあるのではないかと思います。  

ただ、それではどのような場合でも道連れ解除を回避できるのかということに

なり、実際の緑地機能や生産緑地として求められていることが達成出来ないとい

うようなことになっては困ります。ですから、その点については各市町村や適用

する側の行政の方でしっかり実状を考えながら判断してください、と言う事だと

思います。  

指針で言えるのはここまでです、という事だと思います。  

だとすれば、宝塚市としては、基準を明確化してそれに基づいて行いますと言

う事を言わざるを得ないので、こういった案が出てきています。 

ご説明を聞くとまだまだあやふやなままで説明として十分ではない点がありま

す。まずは用語の定義についてもう少しわかりやすくしていただき、表現も含め

てもう少し内部で検討していただきたいと思います。  

 

基本的に今回の２件についてはわたくしも賛成ですが、主観的なものをできる

だけ排除した形で現実にあったものを作っていく必要があります。そうなるとや

はり街区といったものについて、宝塚市はこのようにとらえているという所は明

確にする必要があると感じます。  

客観的な基準を作るというのは、役所として当然あるべき姿です。はっきり言

えないところは「はっきり言えない」と明言したうえで行う方がいいと思います。 

主観的に決めているのではないかと疑われないように、という点が気になった

ので質問いたしました。 

 

街区の話については、先ほど冒頭で出てきた「稠密な市街地等において」とい

う文が、「ただし」の冒頭に出てきています。 

こういったただし書きが出てきているという事は、各地域での市街化の発展度

合いや実質的に生産緑地が確保されていても周辺は市街化が進み、宅地の中のポ

ケットエコスペースのようなところが生産緑地として残されてしまう。生産緑地

の３０年という期限を迎えこれからどんどん宅地化され、道連れ解除が増え、営

農を続けたい方がなかなか続けられない状況が出てくるという背景があると思い

ます。 

結果的にはそういった稠密化、宅地化、あるいは市街化の開発が進んでいる中

で、生産緑地をどの程度、行政・地域で確保するかは、マスタープランのような

ベースがなければ基準を明確に決めることは難しいです。 

現在は、基準が明確でなく、ベースがない状態で適用せざるを得ません。道連

れ解除の場合の街区という考え方では、符号や道路どちらの定義であっても街区

という概念を一つ持ち出して、同一街区や隣接街区という所を道連れ解除に適用

していくようにする。適用していく以上、その街区の中で営農や生産緑地として

の機能が達成されるかという基準も必要であるかと思います。 

見た限りでは、一つ目の事例の方は三角の非常に中途半端な形をしております。

営農を続けたいという意思はもちろんあるのでしょうが、このままの形でできる

のかという疑問があります。  

特に事務局と話した時には、営農のための接道がどうなっているのかとか、階
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段で上がってその農地に入るとか、水路をまたいでアクセスしないといけないと

か、実際どのように軽トラや資材や収穫した農作物を運ぶのかだとか、そういっ

たところの営農作業がなかなか難しいという部分も実際はあります。ですので、

道連れ解除はこの基準で逃れられたとしても、本当にそこが営農を続けられるの

かという実質的な問題があります。  

そのあたりを議論の中で聞いたところ、いろいろな見直しや現地の視察をしな

がらきっちりとした営農を行っているかどうかを管理すると述べていました。 

そういった事を聞いていると、やはり道連れ解除の基準には営農環境は入らな

くてもいいものかと思います。その辺を検討してほしいと思います。  

 

本日の事務局の提案については、基本的に賛同いたします。  

後学のためにお伺いしますが、３－８ページの「一団の農地の考え方」という

文章ですが、ここに「一団の農地を構成する面積は１００㎡程度を下限とし、地

域の実状を用い適宜判断することが望ましい」と書いてあります。  

困らせる気はないのですが、これを読んでいると、いくらでも可能と読めます。

２０㎡でもここはこれでいいというように。１００㎡程度を下限とするとは、実

際どの程度なのでしょうか。 

 

国土交通省の方からは、指針の中でこの１００㎡程度の下限値の話は何か出ま

したか。 

 

国土交通省等の説明会の中では１００㎡の根拠の説明はなかったかと思いま

す。ただ、運用基準の中で「１００㎡程度を下限とし」と書かれていますので、

地域の実状に応じた根拠が各市町村に的確なものがないと、これより下回れない

と私たちは判断しております。  

１００㎡以下に下げる事はよほどの実状がない限り下げられないという理解を

しております。  

そのため３－７ページで隣接街区や同一街区を適用する場合、道連れ解除のみ

の適応ではあるものの、最低面積を１００㎡以上とします、という定義にさせて

いただきました。  

「地域の実状に応じて適宜判断することが望ましい」という言葉につきまして

は、どちらかというと国は、１００㎡が最低限度だと言ったうえで、適宜判断を

してもらってもいいという補足だと理解しております。  

 

わかりました。  

 

 

３－１１ページの一番上の右端の図についてです。解除が左にあり、右が解除

後小さくなったということで、物理的な一団としては３００㎡切るが、１００㎡

以上残っており、かつ、全体の街区の中で合計３００㎡あるため生産緑地のまま

だとそういう意味ですよね。 

 

はい、そのとおりです。  
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そうすると２番目の図がよくわかりません。  

左側の図は、物理的に一体だった割と大きな生産緑地の一部が解除されて農地

が１/３程度に減り、その部分は右側の図で３００㎡未満道連れ解除となっていま

す。右側の図の右上に農地がありますが、生産緑地でなかったため、道連れ解除

だという意味の図なのでしょうか。 

 

なかなかお伝えしにくいイラストなのかもしれません。 

一番上のイラストは、３００㎡以上の物理的一団の生産緑地が２つあり、その

うちの１つの 1 部が買い取り申し出によって生産緑地でなくなったという例で

す。 

従来であれば道連れ解除になりますが、同一の街区に３００㎡以上の生産緑地

があり、残る生産緑地が１００㎡以上あり、合わせて３００㎡以上になるため街

区一団の生産緑地となり、道連れ解除の対象にならないというパターンです。今

回の２案件につきましてはこのパターンです。  

もう一つは、宅地化農地をイメージしています。  

生産緑地ではない宅地化農地が同じ街区にあるパターンで、左下にある３００

㎡以上の生産緑地の半分以上が買い取り申し出によって生産緑地でなくなるとこ

ろです。  

その場合、種地となっている宅地化農地を生産緑地に指定してもらえれば、足

して３００㎡以上になるので一団の街区で３００㎡以上の生産緑地として見なす

ことができますが、逆にこの宅地化農地が生産緑地に応じてくれなかった場合は、

やむを得なく他に農地がないため、やはりここは道連れ解除になってしまいます。

といった例示をイラストにしたものです。  

 

そのように説明を聞くと理解できますが、何の説明も図の中には書いていない

ためこの絵だけでは、余程イマジネーションがない限り、なかなか理解しづらい

と思います。そのあたりも少しわかりやすい説明をお願いいたします。  

取り扱い基準について、一つは街区そのものの定義が不明確なので何らかの考

え方も含めて示す必要があるという意見が出ました。  

もう一つは今の私の質問のように同一街区の中のいろいろなケース、道連れ解

除が回避できるケース、そのあたりをもう少しわかりやすく、今回の基準の中で

示す必要があるかと思います。  

また、実際に出てきている２つの案件については基本的に皆さんのご意見では

道連れ解除回避の適用になるというご意見かと思います。 

事務局から、もう少し聞きたい意見などがありましたらどうぞ。  

 

具体事例についてご意見やご質問等はよろしいでしょうか。  

 

資料の中で分かりにくい部分なのが、３－１３ページの判断の順位と言う所の

優先順位についてです。  

これはどこかとどこかを比べた場合の優先順位なのか、一つを見た時の優先順

位なのか、想定してこれだけありますという優先順位なのか、この表現が非常に

分かりにくいので追加説明をお願いします。  

 

今回のただし書き以降の一団の街区という考え方は、基本的に道連れ解除の事
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例をもって運用指針が書かれています。 

その考え方を受けて我々も道連れ解除にあっては、一団の街区の考え方を取り

入れることにしております。ただし、農地同士がくっついている物理的一団の生

産緑地が一番良いとする考えがあります。  

「今掲げた例示のどれであっても当てはまっていればいい」というように、や

みくもに議論するのではなく、市街地の農地としてあるべき姿はやはり、まとま

りのある農地であり、それが最優先だという見方をして順番に議論していこうと

いう事です。  

まず、道連れ解除になる対象の農地を起点として、その農地の隣に農地がない

かを確認いたします。もしくっついていたら、物理的一団の生産緑地として都市

計画審議会にお諮りすることもなく、残りますと所有者にお伝えします。  

次に、今回のように何丁目何番であったり、道路で区画されたりする一団の街

区とみなせる中に農地がある場合については、街区の面積が宝塚市内で大小異な

りますので、その街区の状況を見て一つの街区の中に一定の緑地があれば、残る

方向で審議会にお諮りいたします。 

さらに、道路を挟んでとなる場合は、今度はどこの道路を挟んだ街区とペアリ

ングするかが、非常に重要になってきます。  

一団の街区に農地がなければ、その次に生産緑地の道連れ解除を回避させるた

めに周囲の農地の状況を確認していく、というように、残す方向で検討するです

が、どのような形で生産緑地同士を存在させていくかということについて、事務

局の方で検討していく順番をつけたということです。  

やみくもにではなく、まとまりのある農地が残るように考え、都市計画審議会

で審議していただくための事務局の取り扱い順番というように理解していただけ

ればと思います。  

 

今のお話を聞くとやはり、判断基準の優先順位の考え方というのを文章で明記

しておいていただいて、それを最終的に都計審の中でも再確認するという形の方

がいいかと思います。  

また、農地を生産緑地にしている方から見た場合、買取り申出が出てきた際、

道連れ解除の対象になってしまったという人にとっては、どのような考え方やど

のような優先順位でこのような判断が下されているのかという事について、もち

ろんしっかり説明をしてほしいと思われます。  

我々だけが分かっていればいいというわけではないので、優先順位の考え方に

ついてしっかり明記していただくようにお願いいたします。重要なご指摘だと思

います。  

 

あと一件確認なのですが、今回は２か所が生産緑地をやめるという事で、道連

れ解除の対象がそれぞれ出てきたことによって都市計画審議会に掛かっているわ

けですが、黄色い部分の廃止といわれている部分は農業委員会の方で正式に廃止

と決まっているのですか。それともこれから決まるのですか。  

 

いずれも営農が不可能と判断したもので、買い取り申し出を受け付け３か月経

過する中で申し出はなく、廃止が決定しております。  

 

よろしいでしょうか。そういたしましたら、本日は生産緑地の一団の農地の取
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り扱い基準と、道連れ解除の対象となる２件についてご意見をいただくという事

でした。道連れ解除の対象の２件に関しましては、道連れ解除をせずに生産緑地

地区として残す判断でよいかと思います。その他いくつか重要なご指摘がありま

したので、参考にしていただければと思います。  

 

それでは議題３号の方の審議はこれで終了いたします。  

 

会 長 以上をもちまして、本日の審議会を閉会いたします。  

 

－以 上－ 

 

 

 


